
 

○基本的な考え方（第１回審議会 合意事項） 

１ 基本目標及び基本理念は、神奈川県男女共同参画推進条例（※参考資料４－１）
に基づき、プラン（第３次）の考えを引き継ぐ。 

２ プラン(第３次)をベースに現状と課題を踏まえ、依然課題が残されているものは
項目を引き継ぐ。 

３ 女性活躍推進法の推進計画として位置づけることを前提に、さらに、国の第 4
次男女共同参画基本計画の内容を勘案しながら、追加すべき項目や充実すべき項
目を検討する。 

４ ２、３を踏まえ、重点目標、施策の基本方向等を検討する。 

５ 計画期間は５年（H30 年度～34 年度）とする。 

 

----------------------------------- 

＜基本目標＞（参考：第 3 次） 

    

 

＜基本理念＞（参考：第 3 次） 

     

 

＜重点目標及び施策の基本方向＞ 

  資料４－２及び資料４－３に基づき、本日の第２回審議会において、ご検討い

ただく。 

 

 

第４次プランの方向性 

資料４－１ 


